
規

則 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
主
任
工
事
検
査
員
」
の
下
に
「
、
主
任
研
究
員
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
中
第

四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
東
部
地
域
振

興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、

西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

所
長
及
び
秩
父
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
五
条
第
一
項
」

を
「
第
五
条
」
に
、
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
、
「
登
録
す
る
」
を
「
登
録
し
、
そ
の
旨
を
申

請
者
に
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
更
新
を

す
る
」
を
「
更
新
の
登
録
を
し
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第

五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
」
に
、
「
変
更
登
録
を
す
る
」
を
「
変
更
登
録
を
し
、
そ
の
旨
を

申
請
者
に
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
旅
行
業
者
等
」
を
「
旅
行
業
者
又
は
旅
行
業
者

代
理
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」

に
、
「
旅
行
業
者
等
」
を
「
旅
行
業
者
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
旅

行
業
者
等
」
を
「
旅
行
業
者
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
及
び
」
を
「
又

は
」
に
、
「
旅
行
業
者
等
」
を
「
旅
行
業
又
は
旅
行
業
者
代
理
業
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
七
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を

同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
条
第
三
項
」
に
、
「
旅
行
業

者
等
」
を
「
旅
行
業
者
、
旅
行
業
者
代
理
業
者
又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
」
に
改
め
、
同

欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
七
十
条
第
一
項
」
に
、
「
旅

行
業
者
等
」
を
「
旅
行
業
者
、
旅
行
業
者
代
理
業
者
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
又
は
法
第
六

十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
団
体
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
登
録
簿
に
登
録
し
、
そ

の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
の
登
録
事
項
の
変
更
の

14 

13 

13 

12 

19 

20 
12 

11 

11 12 

18 

11 

17 

10 



届
出
を
受
理
し
、
登
録
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
の
事
業
の
廃
止
等
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
に
対
し
業
務
の
改
善
を

命
ず
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
の
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
登
録
簿
を
公
衆
の
閲
覧

に
供
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 
ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
者
」
の
下
に

「
、
水
銀
排
出
施
設
設
置
者
」
を
加
え
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
排
出
施
設
の
設
置
の
届
出
を

受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
過
措
置
に
よ
る
水
銀
排
出
施
設

の
使
用
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
排
出
施
設
の
構
造
等
の
変
更

の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
水
銀
排
出
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変
更
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
法
第
十
八

条
の
二
十
七
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

水
銀
排
出
施
設
に
係
る
届
出
事
項
の
変
更
又
は
使
用
の
廃
止
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
三
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
水
銀
排
出
施
設
に
係
る
届
出
を
し
た
者
の
地
位
の
承
継
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
十
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
排
出
施
設
の
設
置
等
の
届
出
に
係
る

受
理
書
を
交
付
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
排
出
施
設
の
設
置
又
は
構
造
等
の
変

更
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
水
銀
排
出
施
設
の
構
造
等
に
関
す
る
計
画
の
変
更
又
は
水

銀
排
出
施
設
の
設
置
に
関
す
る
計
画
の
廃
止
を
命
ず
る
こ
と
。 
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法
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
銀
排
出
者
に
対
し
、
水
銀
排
出

施
設
の
構
造
等
の
改
善
又
は
水
銀
排
出
施
設
の
使
用
の
一
時
停
止
等
を
勧
告
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
八
条
の
二
十
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
同

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 
 

と
し
、
７
か
ら 
ま
で
を
８
か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄
６
中
「
第
四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条

第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

６ 

法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
汚
染
の
状
況
の
調
査
結
果
の
提
出
を
受
理
す
る

こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
２
中
「
第

四
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と
し
、 

 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 
を 

と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
令
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
に
係
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

施
行
規
則
第
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熱
回
収
に
関
す
る
報
告
書

を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
有
害
使
用
済
機
器
保
管
等
業
の
届
出
及

び
当
該
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
又
は
処
分
を
業
と
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ

と
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

職
員
に
事
業
場
等
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
試
験
の

用
に
供
す
る
の
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
有
害
使
用
済
機
器
等
を
無
償
で
収
去
さ
せ
る
こ

と
（
本
庁
に
お
い
て
当
該
事
務
を
所
掌
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 
 

 

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、

有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
及
び
処
分
の
基
準
に
適
合
し
な
い
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
又

は
処
分
を
行
つ
た
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
有
害
使
用
済
機
器
の
保
管
又
は
処

分
の
方
法
の
変
更
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
環
境
管
理
事
務
所
長
の
項
第
八
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 
 

と
し
、 

を 

と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

施
行
令
第
五
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
熱
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回
収
施
設
の
廃
止
、
休
止
、
再
開
若
し
く
は
設
備
の
変
更
を
し
た
と
き
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

 
別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
三
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
、
第
十

四
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
三
」
を
「
か
ら
第
十
四
条
の
三
ま
で
」
に
改
め
、
「
川
口
市
、
」

を
削
り
、
同
項
第
八
号
専
決
事
項
の
欄
１
、
８
、 

及
び 

中
「
川
口
市
、
」
を
削
り
、
同
項

第
九
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
川
口
市
、
」
を
削
り
、
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
欄
中 

及

び 

を
削
り
、 

を 
と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
医
療
院
の
開
設
を
許
可
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
百
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
医
療
院
の
変
更
許
可
を
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
福
祉
事
務
所
長
の
項
第
九
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と

し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
百
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
市
町
村
長
に
対
し
通
知
し
、
意
見
を
求

め
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
医
療
院
の
許
可
の
更
新
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
医
療
院
の
管
理
者
と
な
る
医
師
の
承
認

を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
師
以
外
の
者
に
介
護
医
療
院
を
管
理
さ
せ

る
こ
と
の
承
認
を
す
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
医
療
院
の
開
設
者
の
住
所
等
の
変
更
等
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を
削
り
、 
を 

 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
表
川
口
保
健
所
長
、
春
日
部
保
健
所
長
、

狭
山
保
健
所
長
及
び
熊
谷
保
健
所
長
の
項
地
域
機
関
の
長
の
欄
中
「 

 
 

 
 

 

」
を

「 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
表
病
害
虫
防
除
所
長
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
」
を

加
え
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

       

１ 

法
第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
販
売
者
か
ら
の
届
出
を
受
理
す

る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
薬
使
用
者
、
販
売
者
又
は

水
質
汚
濁
性
農
薬
の
使
用
者
に
対
し
、
報
告
を
命
じ
、
又
は
職
員
に
検
査
の
た
め
必
要

な
数
量
の
農
薬
等
を
集
取
さ
せ
、
若
し
く
は
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
農
薬
の
販
売

若
し
く
は
使
用
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ 

 

 
川

口
保

健
所
長

 
 

 
南

部
保

健
所
長
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別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
７
中
「
基

づ
き
」
の
下
に
「
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

四
十
三
条
第
一
項
の
都
道
府
県
機
構
の
意
見
を
聴
い
て
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
専
決
事
項
の

欄
３
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
項
第
十
二
号
事
務
の
種
類
の

欄
中
「
農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
日
本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
１
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
五
条
第
四
項
」
に
、
「
製

造
業
者
等
」
を
「
取
扱
業
者
」
に
改
め
、
同
欄
２
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七

十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号

と
し
、
同
項
第
十
八
号
専
決
事
項
の
欄 

中
「
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
十
三
条

の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、

第
二
十
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
二
十
四
号
専
決
事
項
の
欄

中
「
第
十
七
条
の
二
十
七
第
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
六
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
二
十
三
号
と
し
、
同
項
第
二
十
五
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、
同
表
農
林
振
興
セ
ン
タ

ー
所
長
（
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、
川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
本
庄
農

林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
を
除
く
。
）
の
項
第
一
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
埼
玉
県
営
土
地
改
良

事
業
分
担
金
徴
収
条
例
」
を
「
埼
玉
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
及
び
特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
」

に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、

同
欄
４
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
５
を

同
欄
４
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴

収
す
る
特
別
徴
収
金
の
額
そ
の
他
当
該
特
別
徴
収
金
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
（
さ
い
た
ま
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
、

川
越
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
及
び
本
庄
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
を
除
く
。
）
の
項
第
二
号

委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

欄
２
中
「
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
」
を
「
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
又
は
第
八
十
八
条
第
六

項
若
し
く
は
第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
号
専
決
事
項
の
欄
中 

を 

と
し
、 

か
ら 

ま
で
を 

 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十
三
条
の
三
」
を
「
第
百
十
三
条
の
四
」
に
改
め
、

同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

中
「
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
十
三
条
の
三
第

三
項
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
百
十
三
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
営
土
地
改
良
事
業
に

 

と
。 
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お
い
て
み
な
し
三
条
資
格
者
等
か
ら
代
表
者
の
選
任
通
知
又
は
解
任
通
知
を
受
理
す
る
こ

と
。 

 
別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
農
村
整
備
計
画
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
二
号
事
務
の
種
類
の
欄
中

「
埼
玉
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
」
を
「
埼
玉
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
及
び

特
別
徴
収
金
徴
収
条
例
」
に
改
め
、
同
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」

を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
削
り
、
同
欄
５
中
「
第
八
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
七
条

第
一
項
及
び
」
に
改
め
、
同
欄
５
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

５ 

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
徴

収
す
る
特
別
徴
収
金
の
額
そ
の
他
当
該
特
別
徴
収
金
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知

す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
機
関
の
表
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
第
八
号
委
任
事
務
の
欄
１
中
「
第
五
十

八
条
の
十
二
」
を
「
第
五
十
八
条
の
十
三
」
に
改
め
、
同
表
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
、
北
本

県
土
整
備
事
務
所
長
、
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
、
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
、
東
松
山
県
土

整
備
事
務
所
長
、
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
長
、
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
、
行
田
県
土
整
備
事

務
所
長
及
び
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
及
び
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
の
項
を
削
り
、
同

表
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
の
項
第
三
号
委
任
事
務
の
欄
３
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第

十
五
号
ハ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十

四
号
ハ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
三
十
一
条
の

二
第
二
項
第
十
六
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
六
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二

第
二
項
第
十
五
号
ニ
又
は
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ニ
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。 

             

長所務事園公・繕営 

一 

都
市
公
園
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律

第
七
十
九
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

１ 

法
第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
公
園

管
理
者
以
外
の
者
に
公

園
施
設
の
設
置
又
は
管

理
の
許
可
を
し
、
及
び

許
可
事
項
の
変
更
を
許

可
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
五
条
の
十
の
規

定
に
基
づ
き
、
工
作
物

の
管
理
に
つ
い
て
協
議

し
、
管
理
方
法
を
定
め
、

そ
の
内
容
を
公
示
す
る 

 

 



                                  

  

二 

埼
玉
県
都
市
公

園
条
例
（
昭
和
三
十

六
年
埼
玉
県
条
例

第
三
十
八
号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
条
例
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

条
例
第
九
条
第
一
項

及
び
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
行
為
を

許
可
し
、
許
可
事
項
の

変
更
を
許
可
し
、
及
び

許
可
に
係
る
行
為
に
つ

い
て
条
件
を
付
す
こ

と
。 

２ 

条
例
第
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
利
用
を
許

可
し
、
許
可
事
項
の
変

更
を
許
可
し
、
許
可
に 

 

こ
と
。 

３ 

法
第
六
条
第
一
項
及

び
第
三
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
都
市
公
園
の
占

用
を
許
可
し
、
及
び
許

可
事
項
の
変
更
を
許
可

す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
九
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
の
行
う
事

業
の
た
め
の
都
市
公
園

の
占
用
に
つ
い
て
協
議

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
都
市

公
園
の
原
状
の
回
復
等

に
つ
い
て
必
要
な
指
示

を
す
る
こ
と
。 

６ 

法
第
二
十
七
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
監
督
処

分
を
す
る
こ
と
。 

  

 



                                  

 
 

 

係
る
利
用
に
つ
い
て
条

件
を
付
し
、
並
び
に
供

用
日
及
び
供
用
時
間
を

定
め
る
こ
と
。 

３ 

条
例
第
十
二
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
遵
守
事

項
を
定
め
、
及
び
管
理

上
必
要
な
指
示
を
す
る

こ
と
。 

４ 
条
例
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

条
例
第
九
条
第
一
項

及
び
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
許
可
に

係
る
行
為
若
し
く
は
利

用
の
条
件
を
変
更
し
、

若
し
く
は
行
為
若
し
く

は
利
用
を
停
止
し
、
又

は
当
該
許
可
を
取
り
消

す
こ
と
。 

５ 

条
例
第
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
立
入
り

を
禁
止
し
、
又
は
退
去

を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

条
例
第
十
八
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
使
用
料

を
減
額
し
、
又
は
免
除

す
る
こ
と
。 

７ 

条
例
第
二
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
指
定
管
理
者
の
名

称
又
は
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
の
変
更
の
届

出
を
受
理
す
る
こ
と
。 

 

 

 



                                  

  

三 
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
移
動
等
の
円

滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
以
下
こ

の

項

に

お

い

て

「
法
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務 

 

１ 

法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

計
画
を
作
成
し
、
都
市

公
園
特
定
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
。 

２ 
法
第
三
十
四
条
第
三

項
（
同
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
意
見
を
聴
く
こ

と
。 

３ 

法
第
三
十
四
条
第
四

項
（
同
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
協
議
す
る
こ
と
。 

４ 

法
第
三
十
四
条
第
五

項
（
同
条
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
表
し
、
送
付

す
る
こ
と
。 

５ 

法
第
三
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

通
知
（
都
市
公
園
特
定

事
業
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
受
理
す
る
こ

と
。 

６ 

法
第
三
十
八
条
第
三 

８ 

条
例
第
三
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
利
用
料

金
の
減
額
又
は
免
除
の

承
認
を
す
る
こ
と
。 

  

 



              

別
表
第
二
公
の
施
設
の
表
大
宮
公
園
事
務
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
２
中
「
第
五
条

の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
五
条
の
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
委
任
事
務
の
欄
１
中

「
（
戸
田
公
園
漕
艇
場
に
お
い
て
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四

十
二
号
）
に
基
づ
く
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
技
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
欄
２
か

ら
４
ま
で
の
規
定
中
「
（
戸
田
公
園
漕
艇
場
に
お
い
て
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
に
基
づ
く
モ

ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
技
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
児
童
相
談
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第
三
十

三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
欄 

中
「
第
三
十
三
条
第
九
項
」
を

「
第
三
十
三
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
委
任
事
務
の
欄
中 

を 

と
し
、 

 

か
ら 

ま
で
を 

か
ら 

ま
で
と
し
、
同
欄 

中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
、

第
二
十
四
条
の
二
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄
中 

を 

と
し
、 

を 

と
し
、 

 

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設

者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
設
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、

そ
の
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

 
 

 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

勧
告
（
都
市
公
園
特
定

事
業
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
す
る
こ
と
。 

７ 

法
第
三
十
八
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

移
動
等
円
滑
化
の
た
め

に
必
要
な
措
置
（
都
市

公
園
特
定
事
業
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
を
と

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
。 
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25  
 

22  
 

23  
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 17  

  
 

18  
  
  
 



こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
１
及
び
２
中
「
行
つ

た
」
を
「
し
た
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
命
ず
る
」
を
「
命

じ
、
又
は
当
該
職
員
に
、
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
の
事
務
所
そ
の
他

当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類

そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
」
に
改
め
る
。 

第
四
条 

埼
玉
県
地
域
機
関
事
務
の
委
任
及
び
決
裁
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
四
号
委
任
事
務
の
欄 

中
「
第
七
条
の

二
」
を
「
第
七
条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
営
業
の
」
を
「
旅
館
業
の
」
に
改
め
、
同
欄
中 

を 

 

と
し
、 

を 

と
し
、
同
欄 

中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
一
年
以
内
の
」
を
加
え
、
「
営
業

の
」
を
「
旅
館
業
の
全
部
又
は
一
部
の
」
に
改
め
、
同
欄 

を
同
欄 

と
し
、
同
欄 

の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
営
業
者
に
対
し
、
公
衆
衛
生
上
又
は
善
良

の
風
俗
の
保
持
上
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 
 

 

法
第
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
館
業
を
営
む
者
（
営
業
者
を
除
く
。
）

に
対
し
、
旅
館
業
の
停
止
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
又
は
善
良
の
風
俗
の
保
持
上
必
要
な
措
置

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
第
十
四
号
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

        

別
表
第
二
地
方
行
政
機
関
の
表
保
健
所
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

      

１ 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
営
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
必
要
な
報
告

を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
旅
館
業
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

２ 

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
館
業
を
営
む
者
（
営
業
者
を
除
く
。
）
そ

の
他
の
関
係
者
か
ら
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
旅
館
業
の
施
設
に
立
ち

入
り
、
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
。 

 

四
十
五 

住
宅
宿
泊

事
業
法
（
平
成
二
十

九
年
法
律
第
六
十

五
号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」
と  

１ 

法
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
住
宅
宿
泊
事
業
者
に
対
し
、

業
務
の
方
法
の
変
更
そ
の
他
業

務
の
運
営
の
改
善
に
必
要
な
措

置
（
法
第
五
条
に
規
定
す
る
措
置 

 

10  
 

10  
 

13  
 

13  
 

11  
 

11  
 

14  
 

12  
 

12  
 

11  
 

15  
 



                     
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
規
定 

平
成
三
十
年
四
月
二
日 

二 

第
三
条
の
規
定 

医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

の
施
行
の
日 

三 

第
四
条
の
規
定 

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日 

 

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務 

 
 

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
と
る

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。 

２ 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
住
宅
宿
泊
事
業
者
に

対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を

求
め
、
又
は
職
員
に
届
出
住
宅
そ

の
他
の
施
設
に
立
ち
入
り
、
検
査

さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問

さ
せ
る
こ
と
（
法
第
五
条
に
規
定

す

る

措

置

に

係

る

も

の

に

限

る
。
）
。 

３ 

法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
住
宅
宿
泊
管
理
業

者
に
対
し
、
業
務
の
方
法
の
変
更

そ
の
他
業
務
の
運
営
の
改
善
に

必
要
な
措
置
（
法
第
五
条
に
規
定

す
る
措
置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
。 

 


